
第三セクターの改革に向けた取組状況調査票（令和元年度末現在） 

※指針改正（H30.11）以前に策定された方針に基づく取組状況調査 

１ 法人名：公益財団法人石巻地域高等教育事業団 

２ 所管部署：総務部総務課 

３ 改革が必要な理由（「第三セクターに関する指針」の改革取組の必要基準より） 

   ・経営が悪化しているおそれのある法人（直近３期全てにおいて経常損失が生じていること。） 

４ 取組状況 

取 組  

項 目 

石巻市の指導方針及び石巻

市の指導に対する法人の考

え方（抜粋） 

取組計画 
取組状況 

（実施・進行中・未実施） 実施した取組内容の詳細 
取組を実施した事に 

よって得られた成果 

現在の状況、 

令和２年度以降の取組予定 
実施時期 実施内容 H29 H30 R1 

（１） 

財源の長

期予測と

出資団体

間の認識

共有 

【石巻市の指導方針】 

中長期計画を作成し、出資

団体である各市町への説明

を実施すること 

【法人の考え方】 

事業実績に基づいた中長期

計画の作成に着手し、構成

市町に対して法人事業財源

の状況及び中長期計画につ

いての説明を実施する。 

平成 29年度 
中長期計画の

作成 
進行中 進行中 進行中 

奨学金制度の研究 昨年度は申請者が２名であったことから、研究する

こととしていた。今年度については４名の申請があっ

た。 

他の奨学金制度が充実しつつある今般においても、

本事業団の入学金相当額を一括で貸与するという特異

性は、ある一定の需要があると考えられる。 

毎年度の資産推移と支出状況を鑑み、喫

緊での中長期計画の作成は必要ないと判断

した。 

なお、今後も奨学金貸与事業の貸与希望

者（申請者）数に注視しつつ、構成市町の

意見も踏まえながら各事業の精査や今後の

方向性等の検討を行う。 

平成 29年度 

構成市町へ中

長期計画等の

説明 

未実施 未実施 未実施 ― ― 

中長期計画を作成していないため未実

施。 

（２） 

長期予測

に基づく

対応につ

いて 

【石巻市の指導方針】 

事業財源の枯渇を回避する

ための取組に着手するタイ

ミングを計る指標の設定に

ついて検討すること。 

【法人の考え方】 

構成市町に対して、事業団

の財務状況を示し、追加出

資の可能性及び事業内容に

ついて検討する。 

平成 29年度 

本事業団の財

務諸表、中長

期計画を作成 

進行中 進行中 進行中 

財務状況の研究 今年度の財産について、計画に基づき事業を実施し、

例年と同規模の財産の減少が確認された。 

これまでの財政シミュレーション結果か

ら、奨学金貸与事業を含め、各種事業につ

いても当面の実施は可能であることから、

今年度も各種事業に取り組むとともに、財

政状況については、引き続き、注視してい

くこととしたい。 

平成 29年度 

構成市町に対

し、財務状況、

中長期計画を

説明 

未実施 未実施 未実施 ― ― 

各年度の財務諸表については、毎年度の

理事会を通して各理事（構成市町の首長）

に報告している。 

中長期計画については作成していないた

め説明未実施。 

（３） 

情報公開

について 

【石巻市の指導方針】 

積極的な情報公開に努める

こと。 

【法人の考え方】 

財源の長期予測や設定した

指標（財務数値）について積

極的に情報公開に努める。 

平成 29年度 

中長期計画

（指標等）の

作成 

進行中 進行中 進行中 ― ― 

中長期計画を作成していない。 

平成 29年度 
中長期計画の

公開 
未実施 未実施 未実施 ― ― 

中長期計画を作成していないため公開未

実施。 

将来的に中長期計画を作成した場合、積

極的な情報公開に努める。 



第三セクターの改革に向けた取組状況調査票（令和元年度末現在） 

※指針改正（H30.11）以前に策定された方針に基づく取組状況調査 

１ 法人名：石巻産業創造株式会社 

２ 所管部署：産業部産業推進課 

３ 改革が必要な理由（「第三セクターに関する指針」の改革取組の必要基準より） 

   ・経営が悪化しているおそれのある法人（累積欠損金があること。） 

４ 取組状況 

取 組  

項 目 

石巻市の指導方針及び石巻

市の指導に対する法人の考

え方（抜粋） 

取組計画 
取組状況 

（実施・進行中・未実施） 実施した取組内容の詳細 
取組を実施した事に 

よって得られた成果 

現在の状況、 

令和２年度以降の取組予定 
実施時期 実施内容 H29 H30 R1 

（１） 

法人が担

うべき役

割の明確

化 

【石巻市の指導方針】 

新たに委託する事業を着実

に実施し、また、事業実施に

当たっては、「石巻市の産業

復興の中核的な役割」を果

たすため、実施事業の効果

を検証すること。 

【法人の考え方】 

地域の企業を支援する（仮

称）ISSサポートセンターを

企業支援担当部門に設置

し、次の取組を行う。 

① 創業期から安定期まで

切れ目のない地域企業

等の経営支援 

② 地域資源を活かした６

次産業化・地産地消推進

支援 

③ 産学官及び地域企業等

の連携支援 

④ 地域企業等への支援情

報や活動状況紹介など

の情報発信 

平成 29年度 

（仮称）ISS

サポートセン

ターを開設

し、地域企業

に対し事業内

容等センター

の認知を図

る。 

実施  

 地域企業の総合支援無料相談窓

口ＩＳＳビジネスサポートセンタ

ー「Ｉ－Ｂｉｚ」として地域企業が

抱える課題解決のための相談を受

けるとともに、創業者に対する相談

やセミナーの開催をはじめ、既存企

業に対する経営相談や若手経営者

の能力向上を図るためのセミナー

等の開催を行った。 

石巻地域産学官グループ交流会

に石巻商工会議所との共同事務局

として企画運営に参加し、「IoT の

推進」及び「陸上養殖」に係る勉強

会を開催するとともに石巻専修大

学の研究内容等を紹介する「研究シ

ェアリング・プログラム」を石巻専

修大学と共同で開催するなど地域

産学官活動の支援を行った。 

また、独自収益事業の拡大に向け

た新たな取組みとして石巻専修大

学教授等が所有する特許技術を地

域企業へ技術移転を行うための石

巻地域のＴＬＯ（技術移転機関）と

しての役割を担い、技術移転に伴う

仲介手数料を得る新たな収益事業

に着手した。 

 

 

 

 

延７９社６４２件の支援を行い、企業連携マッチン

グ延３６件、石巻専修大学と企業連携１件、企業連携

による商品開発１件、資金調達８件、補助金等採択３

件、経営改善計画等認定３件、コスト削減４件、法人化

１件、専門家等紹介７件の成果があった。 

また、創業支援セミナーについて「創業開成塾」２

回、「なでしこ開成塾」を１回開催し、受講者２１名中

３名が創業を行うとともに創業期の事業者へフォロー

アップセミナーの開催や経営相談等を行い、創業期の

経営の安定化に寄与した。 

産学官の連携については、石巻地域産学官グループ

交流会の事務局として、ＩｏＴの推進及び陸上養殖に

関する勉強会を開催。石巻地域の産学官連携による高

齢化、人口減少期における生産性維持と、地域の新産

業として陸上養殖の推進に係る基盤づくりに寄与し

た。 

また、石巻地域のＴＬＯとしての役割を担い石巻専

修大学教授が開発したオリーブを活用した技術につい

て地域の知的財産として管理するため石巻専修大学教

授と特許取得の共同出願を行い、技術が他地域へ流出

しないよう対応することができた。 

 

 

 

 

 

Ｉ－Ｂｉｚにおける地域企業の一次相談

窓口及び企業支援機関として既相談企業か

らの紹介企業も増えてきており、今後も相

談企業の信頼を得るよう丁寧な支援を行

う。 

また、創業や経営支援のためのセミナー

を開催し、創業する方の支援を行うととも

に地域企業が抱える課題解決の支援や将来

創業を目指す人材、地域産業を担うことが

できる若手経営者の育成について取組みを

行う。 

石巻地域産学官グループ交流会について

は、企画担当事務局として引き続きＩｏＴ

による地域課題解決や新たな産業としての

陸上養殖の可能性に関する勉強会を開催

し、機運の醸成を図るとともに石巻専修大

学の研究内容の紹介と合わせ地域企業の活

動を紹介する機会を設け、地域産学官の連

携の活性化を図る。 

 

平成 30年度 

（仮称）ISS

サポートセン

ターの地域企

業からの相談

窓口としての

定着を図る。 

 実施 

 

令和元年度 

有料の新たな

支援事業の提

供など独自収

益事業の拡大

を図る。 

  
実施 

 



取 組  

項 目 

石巻市の指導方針及び石巻

市の指導に対する法人の考

え方（抜粋） 

取組計画 
取組状況 

（実施・進行中・未実施） 実施した取組内容の詳細 
取組を実施した事に 

よって得られた成果 

現在の状況、 

令和２年度以降の取組予定 
実施時期 実施内容 H29 H30 R1 

（２） 

法人の体

制（人員）

の再検討 

【石巻市の指導方針】 

新たに実施する委託事業に

おいて、人員を含む体制の

強化と関係団体との連携体

制を構築すること。 

【法人の考え方】 

地域事業者の支援経験を有

する人材を採用するととも

に、それらの人材の経験等

を企業支援に生かしていく

体制を構築する。 

平成 29年度 

支援経験者等

の人材確保及

び体制の構

築。 

実施  

 地域における創業者を増やすこ

とを目的とした創業機運醸成事業

を実施するため、新たに嘱託職員１

名を採用。支援員５名体制で、経営

相談や各種補助金申請、融資、販路

拡大、商品開発、生産工程改善等の

支援を行ったほか、石巻専修大学と

連携し、地域若手経営者に対する経

営セミナーを開催するなどの活動

を行った。 

 

経営、技術、市民活動等多様な経験を持つ職員を採

用し、経営改善や生産管理等企業が抱える多種多様な

問題に対応できる体制が構築できたことから、地域企

業の連携による商品開発や生産工程の改善等独自支援

を行い、地域企業の課題解決に速やかに対応すること

ができた。 

また、創業に関するセミナーをはじめ各種セミナー

において、地域で活動する中小企業診断士と積極的な

交流を図り、地域企業を活性化させるための連携体制

の充実を図ることができた。 

他関係支援機関と協力し、５名体制で引

き続き企業が抱える経営改善や生産管理等

多種多様な問題に関する相談・支援活動を

行う。 

また、現在石巻市が設置している６次産

業化地産地消推進センターが行っている事

業について一元化を図り、１次産業から３

次産業までのすべての企業に対して相談と

必要な支援を行える体制を構築する。 

その他、石巻地域企業の支援を安定的に

実施していくための財源のあり方、につい

て関係機関と協議を行い、財源確保のため

の対応を行う。 

平成 30年度 

事業の着実な

実施及び体制

の充実。 

 実施 

 

令和元年度 

事業の着実な

実施及び体制

の充実。 

  実施 

（３） 

業務別の

活動指標

と成果指

標の設定・

共有 

【石巻市の指導方針】 

活動指標及び成果指標の再

検討及び事業実施後のフォ

ローアップを行い、事業成

果を踏まえ、新たな事業展

開を検討し、独自事業実施

若しくは市委託事業等へ反

映していくこと。 

【法人の考え方】 

（仮称）ISSサポートセンタ

ーの活動に対し、支援企業

数等の具体的な数値目標を

設定するとともに、創業件

数などを成果指標に定め、

実施事業の効果の検証を行

う。 

平成 29年度 

（仮称）ISS

サポートセン

ターの周知を

目的にマスコ

ミへの露出や

情報発信件数

などを活動指

標に設定す

る。 

実施  

 活動指標を以下の通り設定。 

・起業化支援相談 ４８組 

・創業起業個別相談 ４組 

・その他相談件数 １９３件（前年 

度実績） 

・創業開成塾 ３０名 

・なでしこ開成塾 １０名 

・働き方改革と工程改善セミナー  

１０名 

・創業フォローアップセミナー 

２４名 

・在宅ワーク入門セミナー １２名 

・経営革新塾 １５名 

 

それらの指標を達成するために以

下の取り組みを実施。 

・石巻法人会会員へのチラシの配布 

・過去のセミナー参加者への声掛け 

・市内各所にチラシ等で周知 

・各戸へのポスティング 

 

 以下の活動を実施。 

・起業化支援相談 ４２組 

・創業起業個別相談 ４組 

・その他相談件数 ３０４件 

・創業開成塾 １７名 

・なでしこ開成塾 ４名 

・働き方改革と工程改善セミナー １０名 

・創業フォローアップセミナー １０名 

・在宅ワーク入門セミナー ７名 

・経営革新塾 １６名 

 

起業化支援相談については相談の当日欠席により目

標が達成できなかったが、中小企業診断士による相談

者への的確なアドバイスにより計画性のある創業や経

営の安定へ寄与することができた。 

その他相談件数については、既相談者による新たな

相談や既相談者からの紹介等により増加し、石巻地域

の企業相談窓口として認知が図られてきた。 

セミナーについては、創業を勉強したい方に対し創

業に関する知識や企業が抱える課題解決に向けた知識

習得機会を提供し、経営安定化に寄与した。 

また、若手経営者を対象としてビジョナル経営を目

標に、管理会計を基本とした経営についての知識習得

の機会を提供し、若手経営者の経営に関する意識の変

革に寄与した。 

活動指標を以下の通り設定。 

・起業化支援相談 ４８組 

・創業起業個別相談 ４組 

・その他相談件数 ３０４件（前年度実績） 

・創業開成塾 ３０名 

・なでしこ開成塾 １０名 

・経営革新塾 １５名 

・その他セミナー １２名 

 

それらの指標を達成するために以下の取

り組みを実施。 

・石巻法人会会員へのチラシの配布 

・過去のセミナー参加者への声掛け 

・市内各所にチラシ等で周知 

・各戸へのポスティング 

・開催時期、開催時間等参加しやすい要件

検討 

 

セミナーについては、引き続き創業に関

する知識や企業が抱える課題解決に向けた

知識の習得機会を提供するとともに、若手

経営者を対象にビジョナル経営についての

知識習得の機会を提供する。 

 

平成 30年度 

（仮称）ISS

サポートセン

ターの定着を

目的に相談回

数などを活動

指標に設定す

る。 

 実施 

 

令和元年度 

実施事業毎に

活動指標を設

定するととも

に、創業件数

などを成果指

標に定め、事

業の効果の検

証を行う。 

  実施 



取 組  

項 目 

石巻市の指導方針及び石巻

市の指導に対する法人の考

え方（抜粋） 

取組計画 
取組状況 

（実施・進行中・未実施） 実施した取組内容の詳細 
取組を実施した事に 

よって得られた成果 

現在の状況、 

令和２年度以降の取組予定 
実施時期 実施内容 H29 H30 R1 

（４） 

法人なら

ではの産

業振興の

推進 

【石巻市の指導方針】 

新規事業においては、今後

の産業支援に向けた体制を

構築すること。 

また、新たな事業展開を検

討し、独自事業実施若しく

は市委託事業等へ反映して

いくこと。 

【法人の考え方】 

有料による質の高い支援を

求める企業に対しては、要

望に対応できるよう他の専

門支援員との連携体制を構

築するとともに、有料によ

る支援が独自に提供できる

よう職員の能力向上を図

る。 

平成 29年度 

地域企業が有

料でも活用し

たいと考える

支援事業を把

握し、提供可

能な支援事業

の検討を行

う。 

実施  

 経営革新等支援機関認定につい

ては、正規社員の採用が必要であ

り、正規社員採用に向けた経営状況

の改善のため、自主財源の確保の一

環として震災後減免していた賃料

の正規賃料への改定を行うととも

に、出資各機関と自主財源確保のた

めの協議を行った。また、石巻地域

のＴＬＯ（技術移転機関）としての

役割を担うこととし、事業を進める

ために関係機関との意見交換を図

った。 

その他、有料支援事業（相談・経

営支援等）については、地域企業の

経営状況を考慮し、無料支援を継続

することとした。 

職員の能力向上に関して必要な

セミナー等への参加や関係機関と

の情報交換を行った。 

 

 

自主財源の確保の一環として震災後減免していた賃

料を１０月に正規賃料への改定を行った。 

また、出資各機関と協議を行い、今後の事業計画に

ついて一定の方向性を見出すことができた。 

石巻地域のＴＬＯ（技術移転機関）については、石巻

専修大学教授と知的財産の管理について協議し、開発

した特許技術について他地域への流出を防ぎ、地域企

業による優先活用を行うことを目的に共同管理するこ

ととし特許の共同出願を行った。 

経営革新塾をはじめとしたセミナーの聴講等を希望

職員に行い、企業支援に関する知識の習得とセミナー

参加者との交流を図ることができ、より相談しやすい

環境作りを進めることができた。 

また、関係機関との情報交換により情報共有が深ま

り、関係機関からの案件の紹介を受ける環境づくりが

図られた。 

今後、経営革新等支援機関の認定を受

け、安定した地域企支援を行っていくため

には正規社員の雇用が前提となるため、正

規社員雇用の財源も含め安定した運営のた

めの事業計画のあり方について具体的な検

討を行う。 

 また、石巻地域のＴＬＯ（技術移転機

関）としての役割を担うためのノウハウ及

びリスクについての蓄積を行うとともに、

共同出願した特許について審査のための条

件整備を行う。 

 その他、職員の能力向上に関して引き続

き必要なセミナー等への参加を進める。 

 

平成 30年度 

中小企業庁の

経営革新支援

機関への認定

を申請すると

ともに、具体

的な有料支援

事業の構築を

図る。 

 進行中 進行中 

令和元年度 

有料支援事業

の提供を開始

するととも

に、職員の能

力の充実を図

る。 

  進行中 

 

 

 

 

 

 

 



第三セクターの改革に向けた取組状況調査票（令和元年度末現在） 

※指針改正（H30.11）以前に策定された方針に基づく取組状況調査 

１ 法人名：網地島ライン株式会社 

２ 所管部署：復興政策部地域振興課 

３ 改革が必要な理由（「第三セクターに関する指針」の改革取組の必要基準より） 

   ・経営が悪化しているおそれのある法人（①累積欠損金があること。） 

４ 取組状況 

取 組  

項 目 

石巻市の指導方針及び石巻

市の指導に対する法人の考

え方（抜粋） 

取組計画 
取組状況 

（実施・進行中・未実施） 実施した取組内容の詳細 
取組を実施した事に 

よって得られた成果 

現在の状況、 

令和２年度以降の取組予定 
実施時期 実施内容 H29 H30 R1 

（１） 

財務状況

の把握と

情報公開

について 

【石巻市の指導方針】 

財務諸表の項目について、

積算根拠がわかりやすい詳

細な資料の提出を検討する

こと。 

【法人の考え方】 

決算報告書の内訳書をベー

スとした詳細資料を別途作

成・提出し、収益構造の見え

る化を図る。 

平成 29年度 

株主総会承認

後の決算報告

書をベースと

した各種内訳

書の提出 

実施  

 財務諸表をはじめ、船舶の修繕費

や店費の内訳など、損益計算の根拠

となる各種データを開示した。 

加えて、役員報酬月額など経営に

関わる情報を開示した。 

収益構造が明確になり、経費等に無駄な支出がなく

効率的な経営が行われていることが確認された。 

引き続き同様の取り組みを推進し、収益

構造の透明化を図ることで、企業経営のよ

り一層の効率化・安定化を目指していく。 

平成 30年度  実施 
 

令和元年度   実施 

（２） 

債務超過

と累積欠

損の解消

について 

【石巻市の指導方針】 

航路改善協議会の構成委員

となり、市、国、県と情報を

共有しながら、経営課題の

解決に向けた航路改善計画

を検討すること。 

【法人の考え方】 

平成 27年度決算期には債務

超過状態を脱し、平成 28年

度には累積欠損の解消を果

たした。航路改善協議会へ

の参画を通じ航路改善計画

の策定を進めるとともに、

計画に基づく効率的な事業

運営を実施していく。 

平成 29年度 

航路改善計画

修正・策定(導

入船舶規模の

変更)、航路改

善計画に基づ

く事業運営

(新寄港地追

加、船舶の設

計・建造) 

実施  

 平成２６年９月に、国、県、離島

住民、財務会計の専門家（税理士）、

航路事業者で構成する石巻～長渡

航路改善協議会を設置。新造船、新

寄港地等の短期・長期の航路の改善

施策案を盛り込んだ航路改善計画

を策定。 

平成３０年度に２隻の新造船の

就航、中央地区に新たな寄港地を追

加したほか、鮎川営業所を「観光物

産交流施設 cottu」内に移転するな

ど、利便性が向上したことから、今

後は航路改善計画に基づく効率的

な事業運営を実施していく必要が

ある。 

平成２６年度から６ヵ年連続で最終損益が黒字とな

り、平成２８年度には累積欠損額も解消された。併せて

平成２７年度から資産総額が負債を上回り、債務超過

状態も解消されている。現在は、財務基盤の強化に主軸

を置いている。 

新造船２隻の導入及び新寄港地開設に伴

い、離島航路の利用客が増加傾向にあるた

め、利用者の駐車場を整備することが急務

である。駐車場整備により利用者の利便性

向上が図られることから、関係機関と連携

し、令和４年度の供用開始を目指している。 

平成 30年度 

航路改善計画

に基づく事業

運営(船舶の

建造、新船就

航開始) 

 実施 

 

令和元年度 

航路改善計画

に基づく事業

運営 

  実施 



取 組  

項 目 

石巻市の指導方針及び石巻

市の指導に対する法人の考

え方（抜粋） 

取組計画 
取組状況 

（実施・進行中・未実施） 実施した取組内容の詳細 
取組を実施した事に 

よって得られた成果 

現在の状況、 

令和２年度以降の取組予定 
実施時期 実施内容 H29 H30 R1 

（３） 

新造船に

ついて 

【石巻市の指導方針】 

航路改善協議会により策定

された航路改善計画を遵守

し、新造船事業に取り組む

こと。 

【法人の考え方】 

導入船舶の規模を 100トン・

120 トン各一隻に変更した

ことにより、再協議・計画修

正が生じたことから、国・

県・市との情報共有をより

一層密にし、就航時期を可

能な限り早めることで航路

の安全性確保に努める。 

平成 29年度 

航路改善計画

修正・策定(導

入船舶規模の

変更)、航路改

善計画に基づ

く船舶の設

計・建造 

実施  

 新船舶建造費として国庫補助金

を活用するため、平成２６年９月に

国、県、離島住民、財務会計の専門

家（税理士）、航路事業者で構成す

る石巻～長渡航路改善協議会を設

置し、新規造船に向け航路改善計画

を策定。その後、協議会を重ね新船

舶の建造方式等をまとめ、平成３０

年２月にマーメイドⅡの造船契約

締結、３月にシーキャットの造船契

約を締結し、平成３０年１２月１日

よりマーメイドⅡが就航開始、平成

３１年３月１２日にシーキャット

が就航開始した。 

新造船２隻の導入によって、運行時間が短縮され、よ

り多くの乗客の方々を搬送することができる。 

輸送人員は震災前を上回り、令和元年度は昭和５４

年創業以来過去最高の１０万人以上を記録し、安定し

た航路運航が図られた。 

 新造船導入前は３隻体制により運航して

いたが、平成３０年度から導入したカーフ

ェリー「マーメイドⅡ」と高速旅客船「シー

キャット」の２隻体制により運航している

ことから、利用状況に応じた効率的な運航

を図るため、運航便数、ダイヤの再編に取

り組む。 

平成 30年度 

航路改善計画

に基づく事業

運営(船舶の

建造、新船就

航開始) 

 実施 

 

令和元年度 

航路改善計画

に基づく事業

運営 

  実施 

（４） 

離島への

観光客増

加策につ

いて 

 

【石巻市の指導方針】 

離島航路関連インフラの復

旧時期に合わせ、具体的な

観光客増加策を検討するこ

と。 

【法人の考え方】 

離島の観光資源を活用した

イベントを実施するととと

もに、情報発信を通じた島

外利用需要の喚起に取り組

む。また、新船舶導入により

効率的な輸送を実施するこ

とで、ピーク時の航路利用

者の利便性向上を図り、継

続的な島への訪問につなげ

ていく。 

平成 29年度 

イベントの企

画・実施、メ

ディアへの情

報提供の強化 

実施  

 マスメディアへの離島情報の提

供を通じた認知度向上、全国離島イ

ベントなど、離島への観光客誘致施

策を実施した。 

平成２５年以降、観光拠点の復興等により、近年は震

災前を上回る活況となっている。着実に利用者は増加

しており、認知度が向上されていると推察される。 

引き続き外部メディアへの情報提供、イ

ベントでのＰＲを行い、島の魅力を発信し

ていく。 

平成 30年度  実施 

 

令和元年度   実施 

 


